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議案第１９号 

 

地方独立行政法人茨城県西部医療機構第３期中期計画の認可について 

 

別記の地方独立行政法人茨城県西部医療機構第３期中期計画について、地方独立行政法人法（平

成１５年法律第１１８号）第２６条第１項前段の規定による認可をしたいので、同法第８３条第３

項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和８年２月２５日提出 

筑西市長 設 楽 詠美子 
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別記 

 

地方独立行政法人茨城県西部医療機構第３期中期計画 
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前文 

地方独立行政法人茨城県西部医療機構（以下「法人」という。）は、現在、茨城県西部メディカ

ルセンター（以下「西部メディカル」という。）、筑西診療所（以下「診療所」という。）、ちく

せい総合健診センター（以下「健診センター」という。）の３事業体を運営している。これらの機

能を組み合わせ、急性期医療から在宅医療、疾病予防まで切れ目のない地域医療・介護サービスの

提供を行っている。 

第３期中期計画において法人が目指す方向性は、「高齢者医療」「救急診療」「在宅支援」「予

防医療」の４つを柱とし、３事業体が連携しながら地域住民が安心して暮らせる体制を整えること

である。 

【各事業体の役割】 

西部メディカルは、法人の中核として「高齢者医療」と「救急診療」を２本柱とする。高齢者医

療では、通院や受診のしやすさを確保しつつ各専門科疾患だけでなく肺炎・尿路感染症・廃用症候

群など要介護状態に移行しかねない段階の高齢患者に対応し、また、骨折、外傷、消化器がん、泌

尿器がん、眼科疾患などの外科的ニーズにも応える。 

救急診療では、地域から求められる「二次救急以上の水準」に対応し、断らずにまず受け入れ、

初期対応を行ったうえで、必要に応じて高次医療機関へつなぐトリアージ機能を強化する。加えて、

域内唯一の小児が入院可能な医療機関として地域の子どもを守る役割も果たす。 

診療所は、在宅医療を一層強化し、地域包括ケアの推進を担う。また、訪問看護ステーションや
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居宅介護支援事業所と連携し、在宅患者を支える拠点となる。西部メディカルと連動し、入院から

在宅への移行、在宅から入院への受入れを担い、切れ目のない医療提供体制を実現する。 

健診センターは、２０２５（令和７）年４月に稼働を開始した新しい拠点であり、生活習慣病や

がんの早期発見と健康維持に寄与する。加えて、西部メディカルの診療部門と連携し、健診受診後

の二次検診や精密検査の利用者を取り込むことで収益改善にも貢献する。 

【地域の背景】 

筑西・下妻保健医療圏は、高齢化率の上昇と救急出動件数の増加に直面している。人口全体は減

少傾向にあるものの、高齢者は複数の疾患を抱えるため救急要請は増加している。その一方、筑西

・下妻保健医療圏には三次救急機能、がん拠点病院、小児救急拠点が存在せず、つくば保健医療圏、

栃木県・県南保健医療圏、古河・坂東保健医療圏との広域連携が不可欠である。 

【課題と方策】 

西部メディカルは２５０床のうち２０３床の稼働にとどまっており、病床稼働率（病床稼働率（

％）＝年延入院患者数／年延病床数×１００）は８０％未満となっている。このため入院収益が伸

び悩み、安定した収益確保が困難な状況である。更に西部メディカルには、脳梗塞、心筋梗塞の急

性期治療、肝胆膵がん手術など、ＨＣＵを活用した高度急性期医療を担う体制が整っておらず収益

の柱となる中核的医療分野はない。一方で、人件費と委託費が医業収益の約８０％を占めており、

費用構造の硬直性が経営を圧迫している。 

法人はこの状況を改善するため、「病床稼働率の向上」と「費用構造の適正化」を重点課題とし、

次の方策を推進する。 

１ 病床稼働率の向上 

⑴ 病床機能を再編し、一部を地域包括ケア病床に転換。急性期を脱した患者を積極的に受け入

れ、病床稼働率を高める。 

⑵ 救急トリアージ制度を向上させ、救急車受入率を引き上げ、急性期入院の増加につなげる。 

⑶ 認定看護師、特定行為研修修了看護師を育成し、病床マネジメントや専門治療を担える看護

師を増やし、安全かつ効率的に病棟を運営する。 

２ 費用構造の適正化 

⑴ 受付、物品管理などの委託業務を常勤職員で一部内製化し委託費を削減する。また、清掃、

警備、保守などの委託業務契約を見直す。 

⑵ 診療点数と比較して高額となりがちな非常勤医師契約を縮減し、大学との連携を通じて常勤

医師を確保。あわせて初期・専攻（後期）研修医を安定的に受け入れ、教育病院機能を整備す

ることで若手医師の育成・定着を図る。 
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⑶ 西部メディカルを「総合診療医育成の拠点」として位置づけ、若手医師を惹きつける教育・

研修環境を整備する。２０２６（令和８）年度開始研修プログラム受入施設として申請済み。 

３ 採用基盤の強化 

⑴ 医師・看護師派遣業者を複数社と契約し、採用窓口を拡大する。 

⑵ 病院ホームページを常に更新して採用情報・教育体制・キャリアパスを積極的に発信する。 

４ 職員の定着支援 

資格取得支援を継続し、ワークライフバランスの改善を進めることで、看護師・コメディカル

の定着率を高める。 

 

以上を踏まえ、法人は地域の中核病院としての責務を果たし、設立団体である筑西市と協議のう

え策定した中期目標を着実に実現するため、これを定める。 

この中期計画期間中は、現状を直視しつつ「高齢者医療」「救急診療」「在宅医療」「予防医療

」を中心に据え、２０２６（令和８）から２０２９（令和１１）年度にかけて明確な成果を出すこ

とを目指す。 

 

第１ 中期計画の期間 

２０２６（令和８）年４月１日から２０３０（令和１２）年３月３１日までの４年間とする。 

 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべ

き措置 

１ 医療サービス 

⑴ 患者中心の安全で心のこもった良質な医療の提供 

ア 患者とその家族に対して丁寧に寄り添い、十分な説明を行って適切なインフォームド・コ

ンセントを得ることで、意思を尊重しつつ、心のこもった患者本位の診療を提供する。 

イ 病院の機能を明確にし、早期に治療方針の決定に取り組むとともに、増加する高齢者への

対応に積極的に取り組む。 

ウ 地域での西部メディカルの役割を多職種が理解し、患者が安心して地域に戻れるよう、退

院先の選定やリハビリテーション等を行い、生活機能を維持・向上させる。 

エ 医療水準の向上に努めるため、院内研修等を行い、医療の質の確保に努める。また、根拠

に基づく質の高い治療を徹底する。 

オ 職員の意識向上に向け、個人情報保護やハラスメント防止、リスク管理などの研修会を開
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催する。 

カ 地域医療従事者を対象とする研修会を開催し、地域における医療の質向上に寄与する。 

⑵ 急性期を中心に地域特性を反映する医療の提供 

ア 地域医療構想を踏まえ、地域での機能分担を明確にし、西部メディカルの医療提供体制を

充実させる。 

イ 患者を積極的に受け入れ、地域における中核病院としての役割を果たす。また、救急にお

いては、断らない救急に取り組むとともに、トリアージの結果、対応が困難な高度医療の対

象患者については、筑波大学附属病院や自治医科大学附属病院をはじめとする、大学病院、

三次救急を含む高次医療機関と密接に連携し、円滑に治療を提供する。 

ウ 住民の医療ニーズに対応すべく体制整備を行い、真壁医師会、地域の医療機関、介護保険

施設との連携を強化する。 

エ 高齢者の救急患者増加などの地域の医療ニーズや環境の変化に応じた病床機能を充実させ

る。あわせて、未稼働病床を非急性期病床として活用を進める。 

オ 非急性期病床の活用を視野に入れて、地域住民が住み慣れた環境で安心して生活できるよ

う支援し、地域とのつながりを深めながら、地域包括ケアシステムを充実させる。 

⑶ がん、脳疾患、心疾患、糖尿病への対応 

ア がんについては、真壁医師会等との連携による地域の医療機関から紹介を受けた患者の病

態に応じた専門的治療を提供し、手術前後の化学療法についても積極的に実施する。大学病

院、がん診療拠点病院などとの連携により対応する。 

イ 脳疾患については、ＩＣＴを活用して高次医療機関との機能分担を明確化し、切れ目のな

い治療を行うとともに、治療効果の高い医療を速やかに開始できるよう連携体制を強化する。 

ウ 心疾患については、心不全チーム等多職種が横断的に臨床活動することで連携体制を強化

する。また、高次医療機関との連携を密にし、救急受入体制を更に充実させる。 

エ 糖尿病については、診断・治療・指導を含めた包括的対応を進めるため、医療機関間の体

制を構築する。また、合併症を含む専門的治療を提供する。 

オ 急性期を脱した患者については、回復期、慢性期、在宅医療など、患者の状況に合わせた

継続的な支援につなげる。 

カ 手術件数の目標達成のため、整形外科、泌尿器科、麻酔科などの人員を確保する。 

〔指標〕 

年 度 

項 目 

２０２４（Ｒ６） 

（実績） 

２０２６（Ｒ８） 

（目標） 

２０２９（Ｒ１１） 

（目標） 
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手術件数 ２，０４１件 ２，２００件 ２，３００件 

⑷ 救急医療への取組 

ア ２４時間３６５日の断らない救急医療を継続して提供する。 

イ 院内トリアージの強化と近隣の高次医療機関との連携により、救急受入体制を充実させる。 

ウ 高齢者の救急搬送増加に備えた仕組みづくりと、入院受入体制を強化する。急性期病棟と

非急性期病棟（地域包括ケア病棟等）については常に運用を見直し、活用する。 

エ 人員不足により救急患者の受入れが困難とならないよう、ＥＲ・ＨＣＵを中心とした２４

時間の受入体制を整備し、入院及び手術件数を増加させる。 

オ 筑西広域メディカルコントロール協議会と協同し、救急搬送困難事例に対する症例検討会

を西部メディカルと広域消防本部が定期的に開催し、随時、体制の見直しを行う。 

カ 新興感染症発生時の救急体制を整えるとともに、毎年１回の訓練を行い、受入体制の確認

と改善を進める。 

〔指標〕 

年 度 

項 目 

２０２４（Ｒ６） 

（実績） 

２０２６（Ｒ８） 

（目標） 

２０２９（Ｒ１１） 

（目標） 

救急応需率 ７５％ ９０％ ９０％ 

救急搬送患者数 ２，７４８件 ２，９００件 ３，０００件 

救急入院患者数（救

急搬送入院患者数／

救急入院患者数） 

１，８６９件 

（６６％） 

２，０３０件 

（７０％） 

２，１００件 

（７０％） 

⑸ 災害拠点病院としての災害への取組 

ア 災害拠点病院として、行政、保健所、医療機関、地域医師会、消防等と連携し、防災訓練

を実施する。更に災害時の医療体制を強化する。 

イ 災害拠点病院として、上記を踏まえたＢＣＰ（事業継続計画）や院内災害マニュアル等の

見直しを実施する。 

ウ 災害拠点病院として、ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の派遣や受入れをサポートする設

備や施設、ヘリポート、緊急車両等の資機材を備えているため、行政機関や消防機関との連

携体制を強化する。 

⑹ 感染症指定医療機関としての感染症への対応 

ア 第二種感染症指定医療機関として、二類感染症相当の患者を受け入れられる体制を、保健

所や消防と連携し訓練により確認するとともに、受入体制の整備を継続的に行う。 
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イ 新興感染症対応についても、感染症対策を継続し、率先して受入れ対応する。 

ウ 保健所や地域の医療機関と連携し、感染症医療を提供できるよう、各種感染症の患者の診

察、検査、入院治療等に対応する。 

⑺ 小児医療への取組 

ア 小児患者に対する時間外診療の継続と更なる拡充を図る。 

イ 筑波大学附属病院、自治医科大学附属病院と連携し、医師を確保し、継続的な入院治療体

制を充実させる。 

ウ レスパイト入院の更なる充実を図るため、地域の医療機関と連携体制を継続し、医療的ケ

ア児の受入れを充実させる。 

⑻ 在宅医療の充実及び地域包括ケアシステムの推進 

ア ２人主治医制を中心とした、地域の医療機関との連携による紹介・逆紹介を継続し、高齢

者を中心とした地域包括ケアシステムの推進に寄与する。 

イ 患者総合支援室と各病棟の連携を強化し、入院早期から多職種による患者の総合的な把握

を行う。これにより、医師、退院支援看護師、ソーシャルワーカー、各療法士等の多職種が、

患者個々の疾患、身体機能、精神面、社会環境を総合的に評価し、治療方針や退院・転院を

早期に明確化する。また、退院後の生活や在宅支援を見据えた調整・支援を実施し、切れ目

のない入院から退院までの支援体制を強化する。 

ウ 非急性期病棟についても、患者の入院時、転棟時から患者の状況に合わせた退院先につい

て共有し、院内及び地域の関連機関と定期的なカンファレンスを実施し、情報共有を行う。 

エ 急性期病棟及び非急性期病棟は、継続的に運用を点検し、医療状況に応じた弾力的編成・

運用により収益向上を実現する。 

オ 国立社会保障・人口問題研究所によれば、２０４０（令和２２）年に筑西・下妻保健医療

圏の高齢者数ピークを迎えることを踏まえ、住み慣れた地域で末永く暮らせるための地域包

括ケアシステムを推進する。 

カ 超高齢社会のなか、在宅医療を必要とする患者の増加に対応するため、診療所では訪問診

療体制を拡充し、訪問看護や居宅介護支援を含めた在宅支援を強化する。 

キ 診療所と西部メディカルが連携し、非急性期病棟を活用し、在宅で療養している患者が急

変した際の円滑な入院受入れ、治療後の退院調整、在宅復帰後の継続的な訪問支援までを一

体的に担う体制を構築する。 

ク 診療所と西部メディカルが連携し、非急性期病棟を活用することで、急変時の入院受入れ

から退院調整、在宅復帰後の支援までを一体的に担う体制を構築し、患者と家族が切れ目の
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ない医療を受けられるようにする。 

ケ 地域包括ケアシステムの実効性を高めるため、情報共有を進め、地域完結型の医療・介護

提供体制を定着させる。 

〔指標〕 

年 度 

項 目 

２０２４（Ｒ６） 

（実績） 

２０２６（Ｒ８） 

（目標） 

２０２９（Ｒ１１） 

（目標） 

年間訪問診療回数 １，３１３回 １，６８０回 １，９２０回 

年間訪問看護回数 ３，９０６回 ６，８００回 ６，７２０回 

※ 訪問診療：契約患者数を２０２６（令和８）年度７０人、２０２９（令和１１）年度患者

数８０人で想定 

※ 訪問看護：７人の看護師に対する訪問件数に営業日を乗じたもの 

⑼ 予防医療の充実 

ア 人間ドック・健康診断・各種検診を積極的に実施し、予防医療を推進する。特にドック件

数・健診件数の拡大を図る。 

イ 健診後の二次健診を充実させ、必要に応じて受診勧奨や他施設への紹介を行い、切れ目の

ない医療・保健サービスを提供する。 

ウ 疾病の再発を防止するため、生活指導を促進し、地域住民の健康寿命の延伸に寄与する。 

エ 高齢化の進展と生活習慣病の増加を踏まえ、疾病の早期発見、早期治療につなげる。 

オ 筑西市や関係機関との連携を強化し、健康講座等を通じた住民への啓発を行う。 

２ 医療提供体制の整備 

⑴ 医療提供体制の強化に向けた医療従事者の確保 

ア 質の高い医療と非稼働病床の稼働に向け、医療従事者の更なる確保に取り組む。 

イ 職種ごとの人材確保及び定着に向けた取組を下記のとおり進める。 

(ア) 医師 

ａ 筑波大学、自治医科大学との連携強化により、常勤・非常勤派遣や寄附講座を活用し、

医師確保を推進する。 

ｂ 日本医科大学からの派遣医師の拡充を図る。 

ｃ 県立中央病院等との人事交流について検討し、外来診療における非常勤医師確保を進

める。 

(イ) 看護師 
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ａ 非稼働病床稼働に向け、県内の養成校を訪問し、教員や就職担当者との関係を強化す

る。 

ｂ 筑西・下妻保健医療圏内の高校進学データを活用し、年度ごとに重点校を設定して訪

問する。 

ｃ 看護師や多職種との交流を通じて、病院に対する理解と志望度を高め「ここで働きた

い」という具体的なイメージを持ってもらえるよう看護学生の実習やインターンシップ

等の受入体制を強化する。 

ｄ 自治医科大学附属病院からの地域実践研修者（年間５名）の派遣を継続できるよう調

整を行う。 

ｅ 離職に関する潜在的課題を特定し、改善策を策定するために、職員の心理的安全性等

を可視化し予防的介入を行うシステムを活用し、ＡＩや専門的知見に基づく組織分析の

導入を検討する。 

ｆ 働きやすい環境づくりを進め、看護師が安心して長く勤められるようにする。 

ｇ 結城看護専門学校等への教員・講師派遣を継続し、養成校と信頼関係を強化する。 

(ウ) 医療技術職 

ａ 採用方針・採用計画を策定し、県内養成校との連携により人材確保を図る。 

ｂ 離職理由を分析し、職場環境の改善やキャリア形成支援を通じて定着率を向上させる。 

ｃ 求人が難しい職種については奨学金制度を活用し、卒後就業につなげる。 

〔指標〕 

年 度 

項 目 

２０２４（Ｒ６） 

（実績） 

２０２６（Ｒ８） 

（目標） 

２０２９（Ｒ１１） 

（目標） 

医師 ３６人 ３７人 ３８人 

看護師 １８２人 １９１人 １９２人 

薬剤師 １２人 １３人 １３人 

臨床検査技師 １９人 ２２人 ２２人 

診療放射線技師 １４人 １６人 １６人 

理学療法士 １１人 １７人 １７人 

作業療法士 ６人 ７人 ７人 

言語聴覚士 ３人 ４人 ４人 
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臨床工学技士 ５人 ５人 ５人 

管理栄養士 ４人 ４人 ４人 

⑵ 医療従事者の専門性・医療技術の向上 

ア 専門性と医療技術の向上を目指し、各部署で研修計画を立案し、積極的な受講を推進する。

特に認定看護師、専門看護師、特定行為研修修了者など難易度の高い資格取得については、

研修費用・学会参加費の全額支援及び長期研修中の給与保障を継続し、制度の周知をカルテ

用ＰＣポータルサイトやＯｆｆｉｃｅ３６５院内メールを通じて徹底する。 

イ 資格取得職員については、人事評価や役職登用において考慮する。 

ウ 教育委員会や各部署が立案した研修計画を実施し、学んだ内容を臨床現場に活用し、実践

能力の向上につなげる。 

エ スタッフ面談時には目標管理を支援し、個々のキャリアデザインに沿った目標の方向性を

確認する。また、院外研修受講を積極的にすすめ、支援する。 

オ 認知症看護、皮膚・排泄ケア、救急看護、糖尿病看護などの専門分野教育課程の受講を推

進し、医療の質を向上させる。 

〔指標〕 

年 度 

項 目 

２０２４（Ｒ６） 

（実績） 

２０２９（Ｒ１１） 

（目標） 

認定看護師新規取得者数 ２人 ２人 

臨床指導者 ４人 ６人 

認定看護管理者 

ファースト ８人 ３人 

セカンド ６人 ２人 

サード ２人 １人 

※ 経験年数１０年以上の看護師を対象に候補者選定を行いキャリアアップとして受講を勧め

る。 

⑶ 多職種連携に基づくチーム医療の実践 

ア チーム医療の実践に向けた取組を行う。各職種がそれぞれの専門性を理解し、協働できる

仕組みを整える。 

イ 多職種が患者の状況と治療方針を共通理解するため、積極的にカンファレンスを開催し、

それに基づき、専門的な役割と責任を果たし医療を提供する。 



- 12 - 

⑷ 医療ＤＸの促進 

ア 地域ＤＸ（医療機関間・搬送支援）として、これまで同様ＪＯＩＮを活用し、高度医療機

関への転院搬送をスムーズに進める。ＩＣＴを活用して高次医療機関と迅速に連携し、早期

に適切な医療を提供する。また、入退院支援システム（ケアブック、わんコネ等）を用いた

地域医療機関と情報を共有しながら円滑な入退院支援を行う。 

イ 院内ＤＸ（診療科・多職種連携）としては、電子カルテを効果的に活用し、診療情報の入

力・共有・分析を一体的に行うことで、診療情報管理を効率化し、多職種が患者情報を迅速

に把握できる環境を整備する。また、これまでどおり画像転送システムＪＯＩＮを活用し、

整形外科や消化器外科などオンコール医師と画像を共有することで、院外からでも診断画像

を確認でき、診療方針の早期決定を可能にする。 

ウ 患者ＤＸ（アクセス・利便性向上）では、マイナ保険証の利用を推奨し、他医療機関の診

療情報を電子カルテで共有することで、患者が複数医療機関を受診する際の情報連携を円滑

化する。また、画像診断や内視鏡におけるＡＩ診断支援を導入した健診センターにおいては、

診断精度を高め、市民の健康増進に寄与する。国の医療ＤＸ施策や補助金制度を活用し、コ

ストを抑えながら新たなＩＣＴ基盤を積極的に導入する。 

エ 高齢化の進展に伴い、在宅医療を必要とする患者は今後更に増加する。診療所は、訪問看

護ステーション、居宅介護支援事業所を核として、今後設置が見込まれる西部メディカルの

地域包括ケア病床と連動しつつ、電子カルテや情報共有システムなど医療ＤＸを活用して、

在宅と入院を行き来できる切れ目ない医療体制を構築する。これにより、患者と家族が住み

慣れた地域で安心して療養できる仕組みを推進する。２０２５（令和７）年度から開催して

いる「筑西在宅療養支援多職種連携会議」については、月に１回継続的に開催する。 

これまで筑西地域のがん患者は自治医大学や筑波大学などの高次医療機関で治療を受けた

後、直接在宅療養や訪問診療に移行することは少なく、いったん地域包括ケア病棟に転院し

てから在宅・療養・老健などに振り分けられるのがほとんどであった。西部メディカルには

地域包括ケア病棟がなく、急性期を脱した患者を十分に受け入れられず、他医療機関や他医

療圏に患者が流出していた。今後は地域包括ケア病棟を開設し、がん患者を含む急性期を脱

した患者を積極的に受け入れることで、診療所との連携により在宅療養や訪問診療へとつな

げ、在宅患者数の飛躍的増加を見込む。これにより、地域における看取りや緩和医療の充実

にもつなげていく。 

オ 在宅医療を持続可能な形で推進するには、情報共有と連携の強化が不可欠であり、医療Ｄ

Ｘの導入が大きな役割を果たす。 
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診療所では、在宅医療連携情報共有システムを活用し、患者・家族・事業所の同意のもと

で患者情報や訪問診療・療養情報をリアルタイムに共有することで、在宅療養を支える関係

機関が同一の情報基盤で連携できる体制を強化する。また、診療所と西部メディカル間では

患者ＩＤが紐づけられた結合型電子カルテを運用しており、訪問宅などからも診療情報の確

認が可能となるとともに、紹介状のペーパーレス化が実現されており、業務効率と診療の質

を向上させる。さらに、画像転送システムＪＯＩＮを活用することで、高度医療機関への転

院搬送を円滑に進めるとともに、整形外科や消化器外科など各診療科オンコール医師との情

報共有を迅速化する。今後は、２０２６（令和８）年に予定されている診療報酬改定を注視

し、医療ＤＸの推進とそれに伴う加算制度の活用を進め、在宅医療や外来診療における情報

連携体制の強化を通じて、医療の質および収益の向上を目指す。 

３ 患者・住民サービスの向上 

⑴ 患者及び患者家族の満足度向上への取組 

ア 患者や家族の意見を踏まえて課題を整理し、優先度を設定した改善策を計画的に実行・評

価し、その結果を次の取組に反映させることで、継続的かつ組織的な改善を推進する。 

イ 入院・外来患者を対象に年１回患者満足度調査を実施し、評価や要望を把握する。得られ

た結果は院内で共有し、改善策を検討・実行することで、医療の質とサービスを向上させ、

地域から信頼される病院づくりを行う。 

ウ 接遇に関する研修会を定期的に実施し、外部研修への参加も検討することで、患者満足度

を向上させる。 

⑵ 健康増進への取組 

ア 筑西市が設置する筑波大学ヘルスサービス開発研究センター地域予防医学部門筑西市研究

室の事業に協力し、地域の健康増進に貢献する。 

イ 地域住民の健康増進と疾病予防の推進に向け、自治体担当部局と緊密に連携し、健康づく

り事業や各種取組に積極的に協力していく。また、専門的知見を活かし、講演会や健診事業、

啓発活動等に参画することで、地域全体の健康水準の向上に寄与する。 

ウ 高齢化の進行及び生活習慣病の増加を踏まえ、疾病の早期発見と予防を推進し、人間ドッ

ク、健康診断、各種検診を積極的に実施する。受診率の向上を図るとともに、健診センター

機能を通じて地域における予防医療の拠点としての役割を果たす。 

エ 人間ドックや脳ドックの受診割合を高め、よりきめ細やかで高度な予防医療を実践する。

あわせて、最新の医療技術を活用したオプション検査の充実を図り、見直しを行いながら、

健診、人間ドックの新しい展開を推進する。 
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オ 特定保健指導の充実や健診後のアフターフォロー、他施設への紹介など、切れ目のない支

援を行うことで、地域住民の健康寿命の延伸に貢献する。 

〔指標〕 

年 度 

項 目 

２０２４（Ｒ６） 

（実績） 

２０２６（Ｒ８） 

（目標） 

２０２９（Ｒ１１） 

（目標） 

健診受診者数 １，９９６件 ５，４６０件 ７，５６０件 

人間ドック件数 １，０７６件 ３，３６０件 ５，０４０件 

※ 稼働日数を年末年始、春季夏季の閑散期を除き２１０日として算出 

⑶ 病児保育への取組 

受入実施地域の保育園等への感染症に対する教育支援を継続するとともに、病児保育の利用

促進のための周知活動を行い、地域の病児保育の中核として子育て世帯を支援する。 

４ 地域医療連携の強化 

⑴ 地域のかかりつけ医との連携による２人主治医制の推進 

ア さくらがわ地域医療センターとの緊密な連携による紹介受入れ及び安定した患者について

は逆紹介を進める。 

イ 患者中心の切れ目のない医療を提供する観点から、地域のかかりつけ医や医療・介護関係

者との連携を一層強化し、地域全体で支える医療提供体制を充実させる。 

ウ 診療所においては、発熱など突発的な体調悪化への対応や、緩和医療を含む在宅療養に移

行する前段階の患者支援に重点を置き、医師が訪問診療に十分な時間を確保できる体制を整

備する。 

エ 業務効率化及びタスクシェアを推進し、看護職や事務職との役割分担を明確化することで、

医療現場の負担軽減を図る。これにより、限られた医療資源を有効に活用し、住民が安心し

て継続的に医療を受けられる体制の維持・強化を実現する。 

オ さくらがわ地域医療センターの緊密な連携を図るため、実務者同士のカンファレンスを月

に１度開催する。 

〔指標〕 

年 度 

項 目 

２０２４（Ｒ６） 

（実績） 

２０２６ （Ｒ８） 

（目標） 

２０２９（Ｒ１１） 

（目標） 

紹介患者における 

入院患者の割合 
３９％ ４０％ ４０％ 

※ 筑西・下妻保健医療圏内からの紹介患者。 
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⑵ 地域医療支援病院としての取組 

ア 地域医療支援病院として、二次医療圏内及び近隣の医療機関との紹介・逆紹介を通じた緊

密な連携を推進し、各機関が役割を十分に理解したうえで、患者に切れ目のない医療を提供

する体制を強化する。 

イ 近隣の医療機関との個別連携会議の開催や、真壁医師会との連携懇話会の開催及び地域の

医療機関へ訪問などを実施し、顔の見える関係を継続するとともに、更に連携を深める。 

ウ 医療機器の共同利用や地域の医療従事者対象の研修会を継続する。 

〔指標〕 

年 度 

項 目 

２０２４（Ｒ６） 

（実績） 

２０２６（Ｒ８） 

（目標） 

２０２９（Ｒ１１） 

（目標） 

紹介率 ８９％ ９０％ ９０％ 

逆紹介率 ７２％ ７２％ ７２％ 

※ 地域医療支援病院の基準（紹介率６５％・逆紹介率４０％）を基に、実績を踏まえた紹介

率 

５ 信頼性の確保 

⑴ 医療安全対策等の徹底 

ア 患者及び職員の安全確保を最優先課題とし、医療事故の未然防止に向けた医療安全対策を

徹底する。 

イ インシデント事例などの情報収集と分析を継続的に行い、組織全体で医療安全に取り組む

体制を維持する。 

ウ 年間報告件数は病床数の５倍を基準として目標を設定し、報告内容には安全行動が成功し

た事例（レベル０）も含め共有して安全文化の醸成につなげる。報告された事例は院内で共

有し、再発防止策の検討及び業務改善に活用する。 

エ 医療安全に関する研修会を年２回以上開催し、全職員を対象に医療安全の基本的な考え方

や事故防止の具体的手法について周知徹底する。研修は、ｅラーニングツールや職員参加の

動画配信などで、継続的な教育体制を整備する。 

オ アからエの取組を通じて、法人全体で医療安全の更なる質的向上を推進し、患者にとって

安心・安全な医療環境を提供する。 
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〔指標〕 

年 度 

項 目 

２０２４（Ｒ６） 

（実績） 

２０２６（Ｒ８） 

（目標） 

２０２９（Ｒ１１） 

（目標） 

インシデント報告 

目標件数 
１，３７３件 １，０００件 １，２５０件 

⑵ 法令、行動規範、病院理念等の遵守 

ア 医療法をはじめとする関係法令を遵守し、コンプライアンス研修を実施するなど、適正な

法人運営を行う。 

イ 職員が、職業倫理に基づき専門職としての使命や責任を果たす。また、コンプライアンス

を徹底し、社会から信頼される法人を確立する。 

ウ 第三者機関による客観的評価（病院機能評価）を受ける準備を開始する。 

⑶ 地域や関係者に開かれた医療施設としての取組 

ア 病院フェスタ、市民公開講座、出前講座等を通じ、地域住民が医療の現状や予防医療に関

する理解を深める取組を推進する。 

イ 地域住民に法人の役割や医療提供体制を周知し、地域社会における当法人への認識を広め

る。 

ウ 市民との対話の場を設けるため、意見交換会を開催し、地域に開かれた病院づくりを推進

するとともに、安心して医療を受けられる環境を整備する。 

エ 筑西市と協働し、地域医療づくりやまちづくりに資する施策を検討・実施し、地域全体の

健康づくりに寄与する。 

オ 各診療科の症例検討会や地域向け企画の実施を検討し、必要に応じて筑西市の協力を得る

ことで、地域と病院の一体的な取組を強化する。 

カ 広報活動の更なる充実を図り、広報紙、ホームページ等に反映させる。 

キ 筑西市の住民を代表する市議会から一層の理解を得るため、筑西市議会議員との定期的な

意見交換や広報紙の配布等を行う。 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 地方独立行政法人としての業務運営及び管理体制の構築 

⑴ 効率的な業務運営の推進 

ア 経費削減に関する取組として、外来受付業務や医療材料の管理など、現在外部に委託して

いる業務の一部を内部職員で担い、人件費と委託費を適正化する。これにより経営基盤の安
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定化に向けたコスト削減を推進する。 

イ 非稼働病床を有効活用するため、診療報酬改定の動向を踏まえつつ病床構成を見直し、病

床稼働率の向上と収益の改善を推進する。あわせて、救急応需体制を強化し、トリアージの

精度の向上により、救急患者の受入れを拡充し、安定的な収益基盤を確立する。 

ウ 情報共有の徹底についての取組として、中期計画や年度計画、収支状況やＫＰＩ（重要業

績評価指標）をイントラネットや院内ポータルを通じて全職員と共有する。定例の理事会・

法人運営会議・病院運営会議で進捗を報告し、数値を「見える化」することで、経営改善へ

の参画意識を高め、全職員が目標達成に向け協働できる体制を整える。 

エ ＰＤＣＡサイクルを実行し、部門ごとに計画、実行し、進捗や成果を数値で評価し、その

結果をもとに業務改善を実施する。改善内容は法人運営会議等で報告し、翌年度の計画に反

映させることで、単なるスローガンではなく具体的な改善サイクルを実行する。 

オ 透明性を確保するため、経営状況や改善策は、財務資料や業務報告書を用いて院内と地域

に公開し、運営委員会の結果も踏まえて改善を進める。これにより、説明責任を果たし、法

人運営に対する信頼性を担保する。 

⑵ 目標管理の徹底 

ア ＫＰＩ（重要業務評価指標）の活用と見える化を徹底する。 

イ 病床稼働率、救急車受入率、平均在院日数、手術件数、医業収益／人件費率、委託費比率、

健診受診数、訪問診療患者数などをＫＰＩとして設定する。四半期ごとにモニタリングし、

理事会・法人運営会議・病院運営会議等の各会議で共有して改善に直結させる。 

ウ 診療科や部署ごとに具体的な数値目標を設定し、全職員に周知する。部署ごとの進捗を定

期的に評価し、課題がある場合は改善策を検討・実行する。 

エ ＰＤＣＡサイクルを実行し、部門ごとに計画、実行し、進捗や成果を数値で評価し、その

結果をもとに業務改善を実施する。改善内容は法人運営会議等で報告し、翌年度の計画に反

映させることで、単なるスローガンではなく具体的な改善サイクルを実行する。 

オ 透明性を確保するため、経営状況や改善策は、財務資料や業務報告書を用いて院内と地域

に公開し、運営委員会の結果も踏まえて改善を進める。これにより、説明責任を果たし、法

人運営に対する信頼性を担保する。 

⑶ 内部統制の強化 

ア 医療事故や不正の発生リスクを完全に排除することは困難であることを踏まえ、発生する

可能性の高いリスク領域を的確に抽出し、インシデントレポートの活用や内部監査を通じて

早期発見・迅速な対応が可能な体制を構築する。これにより、リスクを最小化し、安全・安
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心な医療提供体制を確立する。 

イ 管理体制の適正化のために、会計処理のチェック、電子カルテのカルテ監査等を定期的に

実施し、業務の適正性と透明性を確保する。 

ウ 職員への周知と教育として、内部統制に関する規程やマニュアルをイントラネットで公開

し、ｅラーニングで全職員に周知する。新任職員には必須研修として位置づけ、定期的な復

習研修により理解と実践を徹底する。 

⑷ 事務職員の職務能力の向上 

ア 経費の使用状況を把握・共有し、無駄の削減や資源の有効活用を行う。 

イ 経営状況や部署課題を分析し、改善策を計画・実行・評価する体制を整備する。 

ウ 収支報告や業務指標、診療データ等を定期的に分析し、課題の抽出と優先順位付けを行う。 

エ 医療法規、診療報酬、医療現場の業務知識を習得し、多職種との情報共有を通じて理解を

深める。コスト意識を高め、積極的かつ効率的に運営に参画する。 

２ 勤務する職員に魅力ある病院づくり 

⑴ 意欲を引き出す人事評価制度の運用 

ア 人事評価制度において、職員が将来のキャリアを描けるようにキャリアパスを明確に示し、

計画的な人材育成を行うことで、地域の医療需要に対応できる体制を整える。 

イ 認定看護師・特定行為研修修了看護師を育成するために経験年数に応じた目標設定と人事

評価を行い、中核的人材として育成する。臨床現場で医師や多職種と連携し、チーム医療を

牽引するリーダーを育成する。 

ウ 医師事務作業補助者については、キャリアアップを見据えた育成を推進し、専門性を高め

ることで医師の働き方改革を支援する。また、医療事務全般の質の向上を図り、診療情報の

整理等を通じて医師の業務負担を軽減する。１５対１の配置要件を満たすため、人材確保の

推進と体制の充実を進める。 

エ 職員の意欲を引き出す適正な人事評価制度を運用するため、人事制度委員会を中心に制度

設計を見直し、適正かつ公平な人事評価体制を構築する。あわせて、職員が主体的に目標を

設定し、挑戦的な取組を可視化する「チャレンジ目標シート（仮称）」の導入を検討し、加

点方式による評価と処遇への反映を通じて、モチベーションの向上と組織力を強化させる。 

⑵ 職員満足度の向上 

職員アンケートを行い、満足度を客観的に数値化し分析することで、職員の意欲や能力に応

じ、成長機会の提供や勤務制度、ワークライフバランス、職場環境等の多角的な視点で改善を

検討し、満足度を向上させる。 
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⑶ 職員が健康で安心して働ける勤務環境の整備 

ア 年１回、ストレスチェックを実施し、結果に基づき産業医と連携した個別カウンセリング

を提供することで、職員の健康を維持し職場を活性化させる。 

イ 産業医や臨床心理士によるカウンセリングを行うとともに、既に設置している相談窓口を

活用し、職員が継続勤務できる心理的安全性の確保と、利用しやすい環境づくりを推進する。 

ウ 多様な勤務形態や要望に柔軟に対応する院内保育を整備し、子育て世帯の人材流出を防止

する。 

エ 院内保育料補助や食事補助等の具体策を検討し、安心して働ける職場環境を整備する。 

オ 時間短縮勤務や休暇制度に伴う業務過多が離職につながらないよう、体制を整備する。 

カ 患者や上司、他職種からのハラスメントを迅速に相談・報告できる風土を作る。 

 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 経営基盤の構築 

⑴ 地方独立行政法人制度の趣旨とその特徴を活かし、より一層迅速な意思決定と効率的、効果

的な業務運営を行う。 

⑵ 質の高い医療サービスと接遇に取り組み、利用者に選ばれる法人運営を行い、収入を確保し、

自発的に経営改善に取り組む。 

⑶ 数値的な指標を基に、経営基盤の体制強化を行う。 

⑷ 中期目標、中期計画及び年度計画に掲げる組織目標の実現に向け、経営指標による分析やベ

ンチマークの確認を行い戦略的な運営を行う。 

〔指標〕 

年 度 

項 目 

２０２４（Ｒ６） 

（実績） 

２０２６（Ｒ８） 

（目標） 

２０２９（Ｒ１１） 

（目標） 

経常収支比率 ８５．４％ ８８．１％ １０４．３％ 

医業収支比率 ８０．５％ ８０．６％ ８２．５％ 

人件費対 

医業収支比率 
７３．９％ ７１．５％ ７０．３％ 

材料費対 

医業収支比率 
２１．７％ ２０．９％ ２０．５％ 

薬品費対 

医業収支比率 
８．４％ ７．９％ ７．８％ 
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経費対 

医業収支比率 
２８．１％ ２８．０％ ２７．８％ 

２ 収益の確保と費用の節減 

⑴ 地域の医療需要に応じた診療体制を充実させ、病床機能に応じた適正な患者の受入れを行う。

これにより病床稼働率を向上させる。 

⑵ 急性期病床の非稼働病床の運用できるよう人員を確保し、稼働を高める。また、ＤＰＣ期間

率Ⅱ期以内７０％を維持し、収益を向上させる。 

⑶ 非急性期病棟を運用し、急性期を脱した患者、地域からの連携による入院患者を受け入れ、

収益を確保する。 

⑷ 高い病床稼働を可能にするための人員を確保し、収益の向上を実現する。 

⑸ 入院経路を把握し、診療体制の見直しを進め、救急からの入院患者を確保するとともに、紹

介からの入院、外来受診からの入院についても増加させる。 

⑹ 高度医療機器の効果的な稼働や診療報酬改定を踏まえた新規加算の算定等により収入増につ

なげる。 

⑺ 診療報酬請求に係るチェック体制を強化し、請求漏れや査定減を防止する。 

⑻ 未収金発生を防止し、滞納者については、法的措置も含め、対策を強化する。 

⑼ 委託費削減を目的に、業務内容の精査と委託範囲の見直しを行う。 

⑽ 複数業務の統合委託や契約条件の再交渉によりコスト最適化を推進する。 

⑾ 定期的な委託業者評価と業務改善を通じて、質を維持しつつ経費削減を実現する。 

〔指標〕 

年 度 

項 目 

２０２４（Ｒ６） 

（実績） 

２０２６（Ｒ８） 

（目標） 

２０２９（Ｒ１１） 

（目標） 

１日平均入院患者 

※１ 
１６７．３人 １７２．５人 １７２．５人 

入院診療単価 

（急性期病床） 
５３，３４２円 ６０，０００円 ６１，０００円 

入院診療単価 

（非急性期） 
－円 ３１，０００円 ３１，０００円 

平均在院日数 

（急性期病床） 

※２ 

１５日 １４日 １３日 
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平均在院日数 

（非急性期病床） 
－日 ３５日 ２１日 

病床稼働率（％） 

（急性期病床） 

※３ 

８２．４％ ８５．０％ ８５．０％ 

病床稼働率（％） 

（非急性期病床） 

※４ 

－％ ８５／０％ ８５．０％ 

１日平均外来患者数 ３７６．２人 ３８０．０人 ３８５．０人 

外来診療単価 １３，３４７円 １３，５００円 １４，０００円 

※１ ２０２６（令和８）年度２０３床（急性期病床１５８床、非急性期病床４５床）、２０

２９（令和１１）年度２０３床（急性期病床１５８床、非急性期病床４５床） 

※２ ＤＰＣ入院期間Ⅱ期以内の割合を５０％から７０％に増加させる。 

※３ 救急からの入院を４８％から５０％に増加させることで、１日平均入院患者数１７２．

５人、病床稼働率８５％となる。 

※４ 筑波大学附属病院、自治医科大学附属病院との連携により、非急性期病床において、急

性期の治療を脱した患者の受入れを行い、需要に応える。 

３ 計画的な投資と財源確保 

⑴ 月１回開催している法人運営会議で経営方針や業務課題に対する迅速な意思決定を可能とし、

組織運営の安定性を向上させる。 

⑵ 診療連絡会議等で、定期的な情報を共有し、部門間の連携を強化するとともに、課題を早期

に発見し迅速に対応する。 

⑶ 職員の法人運営への参画意識を高めることで、組織全体の一体感と業務の効率化、経営の質

の向上につなげる。 

⑷ 筑西市と連携して地域の医療提供体制と提供可能な診療内容を把握し、地域医療体制の再構

築に生かす。 

⑸ 高額機器等の導入に当たっては、診療内容と予算を適切に把握し、減価償却を踏まえた導入

計画と検討を行う。 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置 

１ 環境問題への取組 
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⑴ 医療機関で発生する感染性廃棄物やプラスチック類などの環境負荷を認識し、廃棄物の分別

・削減・リサイクルを徹底する。これにより、環境への影響を最小限に抑える。 

⑵ 職員への啓発活動や分別ルールの見直しを通じて、持続可能な廃棄物管理体制を構築する。 

⑶ 施設内の電力・空調・照明等のエネルギー使用を見直し、省エネルギー型設備への更新を進

めるとともに、再生可能エネルギー（ソーラー発電）を利用した電力を使用する。これにより、

温室効果ガスの排出量を削減し、筑西市が目指す脱炭素社会の実現に寄与する。 

 

第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 予算（２０２６（令和８）年度から２０２９（令和１１）年度まで） 

（単位：百万円） 

区 分 金 額 

収入 

営業収益 

医業収益 

運営費負担金 

補助金等収益 

営業外収益 

運営費負担金 

その他営業外収益 

資本収入 

運営費負担金 

補助金等収益 

長期借入金 

計 

 

24,752 

20,886 

1,467 

2,399 

198 

106 

92 

3,333 

1,225 

9 

2,099 

28,283 

支出 

営業費用 

医業費用 

給与費 

材料費 

経費等 

研究研修費 

一般管理費 

営業外費用 

資本支出 

 

24,863 

22,688 

12,566 

4,315 

5,775 

32 

2,175 

279 

3,141 



- 23 - 

建設改良費 

長期借入金償還金 

移行前地方債債務償還金 

長期貸付金 

計 

661 

1,778 

686 

16 

28,283 

予算収支 0 

（注）それぞれ四捨五入により、端数において合計と一致しないものがある。 

【人件費の見積り】 

人件費の見積りについては、総額１４，７４１百万円支出する。この額は、法人の役職員に係る

報酬、基本給、諸手当、法定福利費及び退職手当の額に相当するものとする。 

【運営費負担金の見積り】 

運営費負担金の見積りについては、総務省が発出する「地方公営企業繰出金について」（総務省

自治財政局通知）に準じて算定した額とする。なお、建設改良費及び償還金に充当される運営費負

担金については、経常費助成とする。 

２ 収支計画（２０２６（令和８）年度から２０２９（令和１１）年度まで） 

（単位：百万円） 

区 分 金 額 

収入の部 

営業収益 

医業収益 

運営費負担金収益 

補助金等収益 

資産見返補助金戻入 

営業外収益 

運営費負担金収益 

その他営業外収益 

27,101 

26,903 

20,886 

2,665 

2,399 

953 

198 

106 

92 

支出の部 

営業費用 

医業費用 

給与費 

材料費 

経費等 

減価償却費 

27,984 

27,701 

25,526 

12,566 

4,315 

5,775 

2,838 
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研究研修費 

一般管理費 

営業外費用 

臨時損失 

32 

2,175 

279 

4 

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益 

▲883 

0 

▲883 

（注）それぞれ四捨五入により、端数において合計と一致しないものがある。 

３ 資金計画（２０２６（令和８）年度から２０２９（令和１１）年度まで） 

（単位：百万円） 

区 分 金 額 

資金収入 

業務活動による収入 

診療業務による収入 

運営費負担金による収入 

補助金等による収入 

その他の業務活動による収入 

投資活動による収入 

運営費負担金による収入 

財務活動による収入 

長期借入れによる収入 

28,281 

24,957 

20,886 

1,573 

2,408 

90 

1,225 

1,225 

2,099 

2,099 

資金支出 

業務活動による支出 

給与費支出 

材料費支出 

その他の業務活動による支出 

投資活動による支出 

有形固定資産の取得による支出 

その他の投資活動による支出 

財務活動による支出 

長期借入金等の返済による支出 

移行前地方債償還債務の償還による支出 

28,281 

25,140 

14,741 

4,315 

6,084 

677 

661 

16 

2,464 

1,778 

686 

資金収支 0 

次期中期目標の期間への繰越金 915 

（注）それぞれ四捨五入により、端数において合計と一致しないものがある。
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第７ 短期借入金の限度額 

１ 限度額  １，０００百万円 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

⑴ 運営費負担金、建設事業補助金の受け入れ遅延等による資金不足への対応 

⑵ 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等偶発的な出費への対応 

 

第８ 出資等に係る不要財産の処分に関する計画 

法人の有する財産のうち不要財産となることが見込まれる土地及び建物について、地方独立行

政法人法（平成１５年法律第１１８号）第４２条の２第１項の規定により、市に現物納付する。 

 

第９ 前記の財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

なし 

 

第１０ 剰余金の使途 

決算時に剰余を生じた場合は、病院施設の建替・整備又は医療機器の購入等に充てる。 

 

第１１ 料金に関する事項 

１ 診療料金等 

法人の診療料金及びその他の諸料金（以下「診療料金等」という。）は、次に定める額とする。 

⑴ 診療料金等の額は、健康保険法（大正１１年法律第７０号）、高齢者の医療の確保に関する

法律（昭和５７年法律第８０号）、介護保険法（平成９年法律第１２３号）その他の法令等に

より算定した額とする。 

⑵ 前号の規定によらない診療料金等は、理事長が別に定める。 

⑶ 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定

により消費税及び地方消費税が課せられる場合にあっては、前２号の料金について当該各号に

規定する額に、消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合に

おいて、料金の額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

２ 診療料金等の減免 

理事長が特別の事情があると認めたときは、診療料金等の全部又は一部を減免することができ

るものとする。 

３ その他 
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「第１１ 料金に関する事項」に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。 

第１２ 地方独立行政法人茨城県西部医療機構の業務運営等に関する規則（平成３０年筑西市規則

第３５号）に定める事項 

１ 施設及び設備に関する計画（２０２６（令和８）年度から２０２９（令和１１）年度まで） 

（単位：百万円） 

施設及び設備の内容 予定額 財 源 

病院施設、医療機器等整備 ６６１ 筑西市長期借入金等 

（注１） 金額については見込みである。 

（注２） 各事業年度の筑西市長期借入金等の具体的な内容については、各事業年度の予算編成過

程において決定される。 

２ 中期目標の期間を超える債務負担 

⑴ 移行前地方債償還債務 

（単位：百万円） 

 中期目標期間償還額 次期以降償還額 総債務償還額 

移行前地方債償還債務 ６８６ ３，２３７ ３，９２３ 

⑵ 長期借入金償還債務（長期リース債務を含む） 

（単位：百万円） 

 中期目標期間償還額 次期以降償還額 総債務償還額 

新型コロナ減収債分 １３８ １９０ ３２８ 

健診センター事業分 １６３ ４９３ ６５６ 

医療情報機器更新分 ７０４ ９０ ７９３ 

医療情報機器更新分 

（第３期起債分） 

４１７ １８９ ６０６ 

経営改善推進事業債分 ３５６ １，１３６ １，４９２ 

３ 積立金の処分に関する計画 

なし 

 

附 則 

 

この中期計画は、２０２６年４月１日から施行する。 


